
  

 

一 

   国 会 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 要 綱 
一 両 院 合 同 協 議 会 の 設 置                        （ 第 百 二 十 九 条 の 二 関 係 ） 

  経 済 財 政 等 将 来 推 計 委 員 会 の 委 員 長 及 び 委 員 の 推 薦 、 二 又 は 三 の ２ に よ る 国 政 に 関 す る 調 査 等 を 行 う た

め 、 国 会 に 、 経 済 及 び 財 政 等 に 関 す る 将 来 の 推 計 に 係 る 両 議 院 の 議 院 運 営 委 員 会 の 合 同 協 議 会 （ 以 下 「 両

院 合 同 協 議 会 」 と い う 。 ） を 置 く こ と 。 

二 経 済 財 政 等 将 来 推 計 委 員 会 の 要 請 を 受 け た 場 合 の 国 政 に 関 す る 調 査    （ 第 百 二 十 九 条 の 三 関 係 ） 

  両 院 合 同 協 議 会 は 、 経 済 財 政 等 将 来 推 計 委 員 会 の 要 請 を 受 け た 場 合 に お い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

当 該 要 請 に 係 る 事 項 に つ い て 、 国 政 に 関 す る 調 査 を 行 う こ と が で き る こ と 。 

三 内 閣 に よ る 報 告 を 受 け た 場 合 の 国 政 に 関 す る 調 査            （ 第 百 二 十 九 条 の 四 関 係 ） 

１ 両 院 合 同 協 議 会 は 、 六 の 法 律 の 規 定 に よ る 内 閣 に よ る 報 告 を 受 け る こ と 。 

２ 両 院 合 同 協 議 会 は 、 １ の 報 告 を 受 け た 場 合 に お い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 報 告 に 係 る 事 項

に つ い て 、 国 政 に 関 す る 調 査 を 行 う こ と が で き る こ と 。 

四 国 会 法 の 規 定 の 準 用                         （ 第 百 二 十 九 条 の 五 関 係 ） 



 

  

 

二 

  国 会 法 第 七 章 、 第 百 四 条 及 び 第 百 六 条 の 規 定 は 、 二 又 は 三 の ２ に よ る 国 政 に 関 す る 調 査 を 行 う 場 合 に お

け る 両 院 合 同 協 議 会 に つ い て 準 用 す る こ と 。 

五 両 院 合 同 協 議 会 の 組 織 、 運 営 等                    （ 第 百 二 十 九 条 の 六 関 係 ） 

  二 か ら 四 ま で の ほ か 、 両 院 合 同 協 議 会 の 組 織 、 運 営 そ の 他 の 事 項 に つ い て は 、 両 議 院 の 議 決 に よ り こ れ

を 定 め る こ と 。 

六 経 済 財 政 等 将 来 推 計 委 員 会 の 設 置                   （ 第 百 二 十 九 条 の 七 関 係 ） 

  国 会 に 、 別 に 法 律 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 経 済 財 政 等 将 来 推 計 委 員 会 を 置 く こ と 。 

七 施 行 期 日 等                                   （ 附 則 関 係 ） 

１ こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 以 後 初 め て 召 集 さ れ る 国 会 の 召 集 の 日 か ら 施 行 す る こ と 。 

２ 所 要 の 規 定 を 整 備 す る こ と 。 

 


